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　新地公民館では、 令和８年１月 24 日㈯ ・ 25 日㈰に開催する 「新地町生涯学習フェスティバル

2026」 の参加サークル （学習発表 ・ 作品展示など） を募集しています。

　参加を希望されるサークルは、 12 月 1 日㈪までに、 新地公民館へ電話または窓口で直接お申し

込みください。

◎申し込み・問い合わせ　新地公民館 （電話 ： ６２ー２０８５）

生涯学習フェスティバル
参加サークル募集

詳細
はこちらから

冬
の
お
風
呂
は
危
険
！

ヒ
ー
ト
シ
ョ
ッ
ク
に
注
意

　

ヒ
ー
ト
シ
ョ
ッ
ク
と
は
、
暖
か
い

部
屋
か
ら
寒
い
部
屋
へ
の
移
動
な

ど
、
急
な
温
度
変
化
で
体
に
負
担

が
か
か
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
入

浴
時
に
多
く
発
生
し
、
失
神
や
不

整
脈
の
ほ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は

死
に
至
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
次

の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
て
予
防
し

ま
し
ょ
う
。

①
入
浴
前
の
脱
衣
所
や
浴
室
を
暖

め
ま
し
ょ
う
。

※
シ
ャ
ワ
ー
で
お
湯
を
張
っ
た
り
、

   

湯
船
の
フ
タ
を
開
け
て
お
く
と

   

浴
室
内
が
暖
ま
り
ま
す
。

②
食
後
や
飲
酒
後
、
薬
の
服
用
直

   

後
の
入
浴
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

③
お
湯
は
ぬ
る
め
に
し
、
長
風
呂

   

を
避
け
ま
し
ょ
う
。

※
熱
い
お
湯
や
長
風
呂
は
体
に
負

   

担
が
か
か
り
ま
す
。

④
入
浴
前
に
家
族
へ
一
声
掛
け
ま

し
ょ
う
。

※
万
が
一
の
際
、
早
く
気
付
い
て

   

も
ら
え
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
消
防
署　

新
地
分
署

☎
６
２
-
２
１
１
７

詳細は
こちらから

　
車
の
ラ
イ
ト
は
早
め
に

　
点
灯
し
ま
し
ょ
う

「
Ｐ
М
４
ラ
イ
ト
オ
ン
運
動
」

実
施
中
！

期
間　
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で

日
没
が
早
ま
る
秋
か
ら
冬
に
か

け
て
は
、
交
通
事
故
の
発
生
リ
ス

ク
が
高
ま
り
ま
す
。

安
全
運
転
の
た
め
、
次
の
ポ
イ

ン
ト
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

〇
午
後
４
時
を
目
安
に
ラ
イ
ト
を

点
灯
し
ま
し
ょ
う
。

〇
車
の
ラ
イ
ト
は
原
則
「
上
向
き

ラ
イ
ト
」
に
し
、
こ
ま
め
に
上
下

　

を
切
り
替
え
ま
し
ょ
う
。

〇
歩
行
者
や
自
転
車
利
用
者
は
、

   

夜
光
反
射
材
や
懐
中
電
灯
を
活

   

用
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

☎
６
２
-
２
１
１
６
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　令和８年度放課後児童クラブの登録申込を次のとおり受け付けます。

対象児童 町内の小学校に在籍する 令和８年度の１～６年生

登録要件　次のいずれかに該当する児童が対象となります。

・保護者等が就労により昼間家庭にいない留守家庭の児童（※就労証明書等の提出が必要）

・保護者等が疾病や介護などにより、昼間養育ができない家庭の児童

　（※介護保険被保険者証、障害者手帳、医師の診断書等の提出が必要です）

費用
おやつ代：月額 2,５00円

保険代等：年額 2,000円

申込方法 保健福祉課、福田児童クラブ（勤労青少年ホーム内）、新地児童クラブ（児童館内）、駒ケ嶺児

　　　　　　　 童クラブ（駒ケ嶺公民館内）に設置の申込用紙、または町ホームページからダウンロードのう

　　　　　　　 え、必要事項を記入してお申し込みください。

申込期限 12月18日㈭

その他
・審査にあたっては、同一家屋内の二世帯同居や同一敷地内の別棟居住の場合は、同一世帯とみなします。

・就労証明書等は、同一世帯分すべての提出が必要です。

※現在利用中で令和８年度継続利用を希望する方も、改めて申し込みが必要です。

◎申し込み・問い合わせ 保健福祉課　こども家庭係（電話：６２ー２９３１）

 令和８年度
 放課後児童クラブ
 登録申込受付

〜
冬
景
色
に
彩
り
を
〜

　
新
地
駅
周
辺

　
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

　

新
地
町
商
工
会
青
年
部
で
は
、

今
年
も
新
地
駅
周
辺
を
幻
想
的
に

彩
る
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
設
置

し
ま
す
。
冬
の
夜
を
温
か
く
照
ら

す
光
の
演
出
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

お
近
く
に
お
越
し
の
際
は
、
ぜ
ひ

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

開
催
期
間

12
月
６
日
㈯
〜
１
月
４
日
㈰

時
間
16
時
30
分
頃
〜
22
時
頃

場
所

文
化
交
流
セ
ン
タ
ー　

観
海
堂
公

園
内

◎
問
い
合
わ
せ

新
地
町
商
工
会

☎
６
２
-
２
４
４
２

詳細は
こちらから

相
新
音
楽
祭
コ
ー
ラ
ス
・

プ
ラ
ス
２
０
２
５

相
馬
市
と
新
地
町
地
域
で
活
動

す
る
合
唱

・
コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ

や
、
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
音
楽
グ

ル
ー
プ
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
開

催
し
ま
す
。

音
楽
を
通
じ
て
地
域
の
交
流
と

活
性
化
を
図
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

開
催
日
時　
　

11
月
24
日
㈪

13
時
３０
分
〜
15
時
４５
分

開
催
場
所

相
馬
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

入
場
料　
　
　

無
料

出
演
団
体　
　

コ
ー
ル
し
お
さ
い
、

大
野
公
民
館

・
八
幡
公
民
館

歌

声
教
室
、
オ
カ
リ
ナ
し
ん
ち
、
女

声
コ
ー
ラ
スL

a
L
a
L
a

、
刈
敷
田

ギ
タ
ー
愛
好
会
、
相
馬
総
合
高
等

学
校
合
唱
部
、
相
馬
合
唱
団
エ
ス

ポ
ワ
ー
ル
、
ア
ミ
ー
ゴ
ｄ
ｅ
シ
ン

チ
、
相
馬
男
声
合
唱
団

主
催　
新
地
町
商
工
会

・
相
馬
商

工
会
議
所

協
力　
新
地
町
文
化
協
会

◎
問
い
合
わ
せ

新
地
町
商
工
会

☎
６
２
-
２
４
４
２
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ー第 77 回人権週間ー　人権相談所開設
福島地方法務局および福島県人権擁護委員連合会では、 12 月４日から 10 日までを 「第 77 回人権

週間」 とし、 啓発活動および相談活動を行います。

　町においても次のとおり特設人権相談所を開設します。いじめや虐待、性的被害などの子どもの人権問

題、インターネット上の人権侵害などでお悩みの方は、一人で悩まずご相談ください。相談は無料で、秘密

は厳守されます。

　また、電話による人権相談は人権週間に限らず常時受け付けています。どうぞお気軽にご利用くださ

い。相談には、人権擁護委員および法務局職員が対応します。

【人権相談所開設】

日時　12月４日㈭　10時～15時　　

場所　役場１階　１０１会議室

相談員　町人権擁護委員

【電話相談】

●みんなの人権１１０番　☎０５７０―００３―１１０

●子どもの人権１１０番　☎０１２０―００７―１１０

◎問い合わせ 町民生活課　戸籍町民係（電話：６２―２１１５）

詳細は
こちらから

1111
月月
3030
日日
（
い
い
み
ら
い
）

（
い
い
み
ら
い
）

　    
は「
年
金
の
日
」で
す
！

は「
年
金
の
日
」で
す
！

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
国
民
お
一

人
お
一
人
、
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

を
活
用
し
な
が
ら
、
高
齢
期
の
生

活
設
計
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か

け
の
日
と
し
て
、
11

(
い
い
)
月

30

(み
ら
い
)
日
を

「年
金
の
日
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」
や

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を

利
用
し
て
、
ご
自
身
の
年
金
記
録

や
年
金
受
給
見
込
額
を
確
認
し
、

未
来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

　

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
利
用
す

る
と
、
い
つ
で
も
ご
自
身
の
年
金

記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、
記
録

を
も
と
に
将
来
の
受
給
見
込
額
を

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
で
試
算
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
年
金
事
務
所

☎
３
６
-
５
１
７
２
(音
声
案
内
５
番
)

　
交
通
事
故
の
損
害
賠
償

　
問
題
で
お
困
り
の
方
へ

自
動
車
事
故
の
被
害
に
あ
わ

れ
、
示
談
な
ど
の
損
害
賠
償
問
題

で
お
困
り
の
方
に
対
し
、
弁
護
士

が

「
中
立

・
公
正
」
な
立
場
で
当

事
者
間
の
紛
争
解
決
を
お
手
伝
い

し
ま
す
。

   

被
害
者
ご
本
人
に
法
律
の
知
識

が
な
く
て
も
、
交
渉
に
不
慣
れ
で

も
安
心
し
て
ご
相
談
い
た
だ
け
ま

す
。

  

弁
護
士
費
用
は
一
切
か
か
り
ま

せ
ん

(
無
料
で
す
)
。
初
回
の
相

談
は
電
話
で
も
可
能
で
す
。
※
事

前
に
資
料
の
提
出
が
必
要
で
す
。

２
回
目
以
降
の
相
談
は
、
担
当
弁

護
士
の
判
断
に
よ
り
来
訪
を
お
願

い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
内
容
に
よ
っ
て
は
ご
相

談
を
お
受
け
で
き
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
お
電
話
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー

仙
台
支
部

☎
０
２
２
-
２
６
３
-
７
２
３
１

福
祉
事
業
所
合
同　

販
売
会
を
開
催
し
ま
す

障
が
い
の
あ
る
方
の
「
働
く
」
を

支
援
す
る
就
労
支
援
事
業
所
の
取

組
を
、
よ
り
多
く
の
方
に
知
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
福
祉

事
業
所
合
同
販
売
会
を
開
催
し
ま

す
。

　

当
日
は
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
就

労
に
関
す
る
相
談
会
も
併
せ
て
行

い
ま
す
。

　

野
菜
、
手
工
芸
品
、
焼
き
菓
子
な

ど
の
販
売
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

日
時

12
月
３
日
㈬　

11
時
〜
13
時

12
月
４
日
㈭　

11
時
〜
13
時

場
所

相
馬
市
役
所
１
階　

御
仕
法
通
り

◎
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課　

福
祉
係

☎
６
２
-
２
９
３
１

詳細
はこちらから

詳細
はこちらから
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交通事故相談
 日　時　12 月 2 日㈫

　
10 時～ 16 時　

 場    所　役場１０１相談室

◎問い合わせ　町民生活課　生活環境係

                　　（電話 ： ６２－２１１６）

行政相談
 日　時　12 月 10 日㈬

　　　　 　 ９時 30 分～ 11 時 30 分

 場　所　保健センター

 ◎問い合わせ　総務課　総務係 

                 　　（電話 ： ６２－２１１１）

心配ごと相談
 日　時　12 月 1 日㈪ ・ 10 日㈬ ・ 22 日㈪

　　　　  　９時 30 分～ 11 時 30 分

 場　所　 保健センター　

◎問い合わせ　社会福祉協議会

               　　（電話 ： ６２－４２１３）

無料法律相談所
　町では、 「無料法律相談所」 を開催します。

　 相談を希望される方は予約をお願いします。

日　時　12 月 16 日㈫　14 時～ 16 時

場　所　役場 101 相談室

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

内　容　生活に関する悩みや、 消費生活に関

　　　　   すること

◎予約・問い合わせ
　
町民生活課　生活環境係

　　　　　　　　　        　   （電話 ： ６２－２１１６）  

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数

　町では、 農作物等鳥獣被害対策として、 イノシシの

捕獲活動を実施しています。 有害鳥獣捕獲隊の活動に

ご理解ご協力をお願いします。

　また、 事故防止のため、 捕獲用の箱罠等には近づか

ないようにお願いします。

自家消費野菜等の放射性物質測定結果
１０月測定分

◎単位：Bq/kg（Cs134 と Cs137 の合計）
◎ ND は検出下限値以下（10Bq/kg 以下）

食品名 測定件数 セシウム測定値
( 最大値 )

キウイフルーツ １件 ND

　町では、 自家消費野菜等の放射性物質測定を行っ

ています。
　検査を希望される方は持込方法をご確認の上、 予

約をお願いします。

持込方法　
・ 検査物は 500 ｇ以上必要です

・ 検査物を細かくする （５㎜以下のみじん切り）

◎予約・問い合わせ　産業振興課　農林水産係

　　　　　　       　　　（電話 ： ６２ー２１９４）

休日在宅当番歯科医
 
 ７日㈰      新開歯科医院

（相馬市）☎３６- ３２１４
 14 日㈰    すすむ歯科医院

（原町区）☎２６- １０６２
 21 日㈰    グリーン歯科

（相馬市）☎３５- ５１１２
 28 日㈰     竹林歯科医院

（原町区）☎２４- ６０６０
 30 日㈫　八巻歯科医院

（相馬市）☎３５- ３０６１
 31 日㈬ 　河田歯科医院

（原町区）☎２４- ２９６９

   診療時間　９時～ 16 時

12 月

休日在宅当番医

 ７日㈰　  杉本医院
（相馬市）  ☎３６- ３６５０

 14 日㈰　ふなばし内科クリニック
（相馬市）☎３５- １５００

 21 日㈰　早川医院
（相馬市）☎３７- ３５００

 28 日㈰    やまぐち小児科医院
（相馬市）☎３７- ８８１５

 30 日㈫    米村胃腸科内科医院
（相馬市）☎３５- ２８８０ 

 31 日㈬    わたなべ胃腸内科
（相馬市）☎２６- ５０６１

  
   診療時間　９時～ 16 時

捕獲数（頭）
１０月捕獲数 12

令和７年度累計捕獲数 75

福島県最低賃金が
令和８年１月１日から変わります

時間額　１，０３３円
〇福島県最低賃金は、 常用、 臨時、 パートタイマー、 アルバ

イト等の名称にかかわらず県内の全ての労働者に適用され、

使用者は、 その金額以上を支払わなければなりません。

最低賃金には、 次の賃金は算入されません。

・ 精皆勤、 通勤、 家族手当

・ 時間外、 休日の割増賃金および深夜手当

・ 臨時に支払われる賃金、 1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金

◎問い合わせ　
福島労働局労働基準部賃金室 （電話 ： 024 － 536 － 4604）

または各労働基準監督署

〇賃金の改定に対応して引き上げを行う場合には、 「賃上げ」

支援助成金等の各種施策をご利用ください。

◎問い合わせ　福島労働局雇用環境 ・ 均等室

　　　　　　　　　　　（電話 ： ０２４－５３6 － 2777）

　　　　　　　　　　　職業対策課

                      （電話 ： ０２４－５29 － 5409）


